
　　　　　特別養護老人ホーム　　あい亀田港　　利用料金表　令和6年4月1日法改定

※利用料金はご本人様の収入に応じて変わります。収入が分かるものをご持参下さい。（通帳・年金証書等）

Ａ　[介護保険] （円/３０日）

介護保険単位

日数
（1ヶ月） Ａ 介護保険

負担割合基本単位
日常生活継続
支援加算Ⅱ

看護体制
加算（１）

ロ

個別機能
訓練加算

Ⅰ

介護職員処遇改善加算Ⅰ

　(8..3％) 

 +

介護職員等特定        

　処遇改善加算Ⅱ（2.3％） 

 +

 介護職員等ベースアップ

等支援加算（1.6％）

要介護１ 670

46 4 12 30日 1.122

       24,639 1割

       49,278 2割

要介護２ 740
       26,995 1割

       53,991 2割

要介護３ 815 × × ＝
       29,520 1割

       59,040 2割

要介護４ 886
       31,910 1割

       63,819 2割

要介護５ 955
       34,232 1割

       68,464 2割

　※負担割合証に記載された割合

☆入所日から３０日以内の期間（入院後の再入所も同様）は３０円/日（６０円/日） 　 を確認して下さい。

Ｂ　[食費、住居費] （円/３０日）

負担段階 対　　象　　者 食費 居住費
食費＋
居住費

日数
（１ヶ月） Ｂ 小計 　　 　【預貯金額】

下記の金額以上ある
方は、4段階になる。

負
担
限
度
額
認
定

第1段階

負担限度額認定
証のある方

（負担限度額認定
証に記載された

額）

300 820 1,120

30日

33,600

第2段階 390 820 1,210 36,300
単身650万/
夫婦1650万

× ＝
　第3段階① 650 1,310 1,960 58,800

単身550万/
夫婦1550万

　第3段階② 1360 1,310 2,670 80,100
単身550万/
夫婦1550万

　　　第4段階
負担限度額認定

証のない人
1,445 2,006 3,451 103,530

◇　利用料は、介護保険の１割負担か２割負担（Ａ）と食費・居住費（Ｂ）、日常生活費等です。
◇  Ｂの項目は、預貯金、世帯の収入によって利用者負担段階が設定されます。利用者負担段階については
　 　市役所にお問い合わせください。
◇ 第4段階の方　朝食400円/食　昼食545円/食　夕食500円/食　となります。
◇　2段階年金収入等80万円以下 /　3段階①80万以上120万円以下 / 3段階②120万円以上で非課税　4段階課税

１ヶ月の利用料金の目安（１か月３０日として計算した場合）　A　+　B
（円/３０日）

合計　Ａ＋Ｂ

段階 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 割合

第1段階
             58,239              60,595           63,120            65,510            67,832 １割

82,878 87,591 92,640 97,419 102,064 ２割

第2段階
             60,939              63,295           65,820            68,210            70,532 １割

85,578 90,291 95,340 100,119 104,764 ２割

第3段階①
             83,439              85,795           88,320            90,710            93,032 １割

108,078 112,791 117,840 122,619 127,264 ２割

第3段階②
           104,739            107,095         109,620          112,010           114,332 １割

129,378 134,091 139,140 143,919 148,564 ２割

第4段階
           128,169            130,525         133,050          135,440           137,762 １割

152,808 157,521 162,570 167,349 171,994 ２割


